
す
ぐ
に
発
見
で
き
た
場
合
に
は
 

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
 

も
し
、
被
害
の
発
見
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
を
過
ぎ

て
い
て
も
、
あ
き
ら
め
な
い
で
、
す
ぐ
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
消
費
生
活
相
談
窓
口
）
へ
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

参 考  

日
常
の
金
銭
管
理
や
 

財
産
管
理
の
た
め
に
 

金
銭
管
理
等
に
支
援
が
必
要
な
場
合
や
、
被
害
者

と
し
て
の
自
覚
が
な
く
相
談
に
結
び
つ
か
な
い
場
合
に

は
、
次
の
よ
う
な
制
度
の
活
用
も
検
討
し
ま
し
ょ
う
。 

 既
存
の
相
談
機
関
 

地
域
の
福
祉
事
務
所
、相
談
支
援

事
業
者
、障
害
者
の
中
核
的
支
援
機

関
等
は
、発
生
し
た
消
費
者
被
害
に

関
す
る
一
次
相
談
窓
口
と
し
て
重

要
な
存
在
で
す
。
本
人
ま
た
は
発
見

し
た
支
援
者
等
か
ら
相
談
を
受
け

た
ら
、消
費
者
被
害
と
そ
の
他
の
支

援
ニ
ー
ズ
と
に
区
分
し
て
、対
応
方

針
を
決
め
ま
す
。
 

 被
害
者
を
支
え
る
 

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
は
、障
害
者
の

経
済
面
だ
け
で
な
く
、日
常
生
活
面

や
就
労
面
、心
理
面
等
に
も
大
き
な

打
撃
を
与
え
ま
す
。
新
た
に
派
生
し

た
問
題
へ
の
対
応
や
心
理
的
支
援

を
行
い
な
が
ら
、消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

の
解
決
を
図
る
た
め
に
は
、消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
と
既
存
の
障
害
者
相

談
機
関
等
と
の
連
携
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
 

 新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 

障
害
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を

見
逃
さ
ず
に
、確
実
に
解
決
し
て
い

く
た
め
に
は
、ご
本
人
、家
族
、近
隣

住
民
、既
存
の
障
害
者
関
連
機
関
等

が
、消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た

場
合
の
自
分
の
役
割
を
明
確
に
知
っ

て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
障
害
者

の
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
地
域
に
よ
っ

て
特
性
が
あ
る
た
め
、そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
取
り

組
む
た
め
の
新
た
な
連
携
方
法
と

役
割
分
担
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
 

幅
広
い
 

見
守
り
体
制
の
検
討
 

障
害
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
確
実
に
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
に
つ
な
ぐ
た
め
に
は
、
既
存
の
相
談
機
関
の

連
携
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。 

訪
問
販
売
な
ど
で
契
約
し
て
し

ま
っ
た
場
合
、一
定
期
間
内
で
あ
れ

ば
無
条
件
で
解
除
で
き
る
「
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
」（
頭
を
冷
や
す
）

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

契
約
書
面
を
受
け
取
っ
た
日
か

ら
、8
日
間
以
内
に
書
面
で
通

知
を
し
ま
す
（
い
わ
ゆ
る
マ
ル
チ

商
法
・
内
職
商
法
は
２０
日
間
）。 

は
が
き
を
両
面
コ
ピ
ー
し
て
、

配
達
記
録
郵
便
に
し
、
送
付
し

た
証
拠
を
残
し
ま
す
（
以
下
の
記

載
例
参
照
）。 

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
が
あ
る
と
き

は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
も
同
様

に
は
が
き
で
通
知
し
ま
す
。 

 日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
 

（
旧
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
）※
 

判
断
に
支
援
が
必
要
な
方
に
、福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
援
助
や
日
常

的
な
金
銭
管
理
な
ど
の
援
助
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、在
宅
で
自
立
し
て

地
域
生
活
を
営
め
る
よ
う
に
支
援

す
る
制
度
で
す
。
地
域
の
社
会
福
祉

協
議
会
に
ご
相
談
下
さ
い
。
 

※
平
成
１９
年
4
月
か
ら
名
称
変
更

し
ま
し
た
。
 

 成
年
後
見
制
度
 

判
断
に
支
援
が
必
要
な
方
の
、財

産
管
理
や
身
上
監
護
に
関
す
る
契

約
な
ど
の
法
律
行
為
の
援
助
を
行

う
制
度
で
す
。
家
庭
裁
判
所
へ
申
し

立
て
る
こ
と
に
よ
り
、後
見
人
な
ど

を
選
任
す
る「
法
定
後
見
制
度
」と
、

判
断
能
力
が
衰
え
た
と
き
に
備
え
て
、

あ
ら
か
じ
め
任
意
後
見
人
を
決
め

公
正
証
書
に
よ
る
契
約
を
行
う「
任

意
後
見
制
度
」が
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
制
度
は
、そ
れ
単
独

で
は
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
既
存
の
支
援
者
・
機
関
及
び

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
と
の
連
携

に
よ
っ
て
初
め
て
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

や
再
発
防
止
へ
の
有
効
な
力
に
な
る

の
で
す
。
 

ま
た
こ
れ
ら
の
制
度
活
用
は
障

害
者
の
権
利
を
制
限
す
る
一
面
も
持
っ

て
い
る
た
め
、障
害
者
を
支
援
す
る

長
期
的
な
見
通
し
の
中
で
、そ
の
活

用
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
 

﹇
書
面
で
の
通
知
の
例
﹈ 

書いてみよう！クーリングオフはがき 

郵 便 は が き  

○
○
県
○
○
市
○
○
町
 

　
　
　
　
○
丁
目
○
番
○
号
 

○
○
○
○
株
式
会
社
 

　
　
　
　
　
代
表
者
　
様
 

契
約
解
除
通
知
 

契
約
年
月
日
 

平
成
○
年
○
月
○
日
 

商
品
名
 

○
○
○
○
○
○
○
○
○
 

金
額
　
 

○
○
○
○
円
 

販
売
会
社
名
 
○
○
○
○
株
式
会
社
 

　
　
・
右
契
約
を
解
除
し
ま
す
。 

　
　
・
支
払
っ
た
○
○
○
○
円
を
早
急
に
お
返
し
下
さ
い
。 

　
　
・
商
品
は
す
み
や
か
に
お
ひ
き
と
り
下
さ
い
。 

平
成
○
年
○
月
○
日
 

　
　
　
住
所
 
○
○
○
○
○
○
○
○
○
 

　
　
　
氏
名
 
○
○
○
○
○
○
○
○
○
 

郵 便 は が き  

〈ワークシート〉 

宛
先
は
業
者
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
が
あ
る
場
合
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
も
。 

業
者
の
住
所
 

通
知
す
る
内
容
 

契
約
年
月
日
 

契
約
し
た
商
品
名
 

契
約
し
た
金
額
 

契
約
し
た
業
者
 

契
約
を
解
除
す
る
主
旨
 

ハ
ガ
キ
を
記
入
し
た
日
 

契
約
し
た
本
人
の
 

住
所
・
氏
名
 

1314

5050
nippon


